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§744 付則4－エンティティリスト 
 
 
本付則は、EAR §744及び§746のもとに指定される品目に対する輸出許可要求事項の対象となる特定のエンティティ（事業者）をリストするものである。こ

れらの事業者に対する輸出許可要求事項には、輸出、再輸出、及び移転（国内における移転）が含まれる。エンティティリストにリストされている事業者が

§748.5(c)から(f)で規定されている取引従事者である場合、エンティティリストで指定される範囲において、EAR対象品目の輸出、再輸出、又は移転（国内

における移転）には輸出許可が必要である。この事業者のリストは、新規又は改正の告示の追加及び失効した告示の削除により本付則において定期的に改訂

及び更新される。 

【抜粋】 

国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

オーストラリ

ア 

Huawei Technologies (Australia) Pty Ltd., 

L6 799 Pacific Hwy, Chatswood, New South Wales, 

2067, Australia. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

ベラルーシ JSC Integral, a.k.a., the following two aliases: 

— OAO Integral; and 

— Joint-Stock Company Integral 

— Holding Managing Company. 

121A, Kazintsa I.P. Str., Minsk, 220108, 

Belarus; and 

12 Korzhenevskogo Str., Minsk, 220108, 

Belarus; and 

137 Brestskaya Str., Pinsk, Brest region, 

225710, Belarus. 

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品若

しくは医薬品を除く、又はECCN 5A992.c及び

5D992.c（ベラルーシの"政府系エンドユーザ"

及びベラルーシの国有企業（SoEs）のために

ベラルーシを仕向地としない場合に限る）を

除く）。 

（EAR§34.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b)を参照のこと)。 

この輸出許可要求事項は、§740.11(b)2)及び

(e)に基づく許可例外GOVにより優先される場

合がある。 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 13061,3/8/2022 
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

ベラルーシ The Ministry of Defence of the Republic of 

Belarus, including the Armed Forces of 

Belarus and all operating units wherever 

located. This includes the national armed 

services (army and air force), as well as 

the national guard and national police, 

government intelligence or reconnaissance 

organizations of the Republic of Belarus. 

All addresses located in Belarus. 

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 13061,3/8/2022 

カナダ Huawei Technologies Canada Co., 

Ltd., Markham, ON, Canada. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

中国 Beijing Huawei Digital Technologies Co., Ltd., 

Beijing, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 Beijing Institute of Technology, No. 5 

South Zhongguancun Street, Haidian 

District, Beijing, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.11参照） 

EAR対象全品目（EAR §734.9(e)及び§

744.11参照) ４ 

原則不許可 85 FR 83420, 12/22/20.

87 FR 62202, 10/13/22.
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

中国 Beijing Sensetime Technology Development 

Co., Ltd., a.k.a., the following  two aliases: 

— Beijing Shangtang Technology Development 

Co., Ltd.; and 

— Sense Time. 

5F Block B, Science and Technology Building,  

Tsing-hua Science Park,Haidian District,  

Beijing, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.11参照） 

EAR対象全品目（EAR §734.9(e)及び§

744.11参照) ４ 

ECCN 1A004.c、

1A004.d、1A995、

1A999.a、1D003、 

2A983、2D983及び

2E983、並びにECCN 

1A995の注で規定さ

れるEAR99品目につ

いては個別審査；

感染症の発見、特定

及び治療に必要な

ものは個別審査；並

びに 

その他のすべての

EAR対象品目につい

ては原則不許可 

84 FR 54004, 10/9/19. 

85 FR 34505, 6/5/20. 

85 FR 44159, 7/22/20. 

87 FR 62202, 10/13/22.

 Changsha Jingjia Microelectronics Co., 

Ltd.,902, Building B1, Lugu Science and Technology 

Innovation Pioneer Park, 1698 Yuelu West Ave., 

Changsha High-tech Development Zone; and Building 

3, Changsha Productivity Promotion Center, No. 2, 

Lujing Rd., Yuelu District, Changsha City, Hunan 

Province; and No. 1,Meixihu Road, Yuelu District, 

Changsha City, Hunan Province,410221; and  

Room 1501, Aipu Building,395 Xinshi North Road, 

Shijiazhuang City, Hebei Province, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.11参照） 

EAR対象全品目（EAR §734.9(e)及び§

744.11参照) ４ 

原則不許可 86 FR 71560, 12/17/21.

87 FR 62202, 10/13/22.
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

中国 Chengdu Haiguang Integrated Circuit, a.k.a.,  

the following two aliases: 

— Hygon; and 

— Chengdu Haiguang Jincheng Dianlu Sheji. 

China (Sichuan) Free Trade Zone, No.22– 31, 11th 

Floor, E5, Tianfu Software Park, No. 1366, Middle 

Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hightech 

Zone, Chengdu, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.11参照） 

EAR対象全品目（EAR §734.9(e)及び§

744.11参照) ４ 

原則不許可 84 FR 29373, 10/13/19.

87 FR 62202, 10/13/22.

 China National Offshore Oil Corporation 

Ltd., No. 25 Chaoyangmen North Street, 

Dongcheng District, Beijing, 100010, China 

EAR対象全品目(以下の品目を除く)： 

— 原油、コンデンセート、芳香族化合物、 

液化天然ガス、ハイドロカーボン、 

炭化水素ガス液、天然ガスプラント液 

石油精製製品、液化天然ガス、天然ガス

合成天然ガス及び 

以下のHSコードの圧縮天然ガス 

271111、2711210000、2711210000、2709、

2709002010、2707、27075000、2710、271019、

271112、271113、271114、271119、 

27111990、271311、271312、271012250、

2901、290511、2701, 29109020, 29151310、

29155020、29156050、29159020、29161210、

29280025、29321910、29362920、29419030、

2909300000、2917194500、2922504500、

2924296000、2925294500、2928002500、

2933194350；又は 

－南シナ海において操業していないEAR§

740付則1のカントリーグループA:1国出身

者とのジョイントベンチャーの継続的な

創業のために必要なもの 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

86 FR 4864,1/15/21 
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

中国 Chengdu Huawei High-Tech Investment Co., Ltd., 

Chengdu, Sichuan, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 Chengdu Huawei Technologies Co., Ltd., 

Chengdu, Sichuan, China. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

日本 Huawei Technologies Japan K.K., EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 Corad Technology Japan K.K.,  

1– 1 Tsunaskimakamicho, Kohoku-Ku, Yokohama 

223– 0055 Japan. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

86 FR 67322,10/26/21. 
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

台湾 Xunwei Technologies Co., Ltd., Taipei, Taiwan. EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

ロシア Admiralty Shipyard JSC,  

203, Fontanka Emb., 190121, St.Peterburg, Russia. 
EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 

 Aleksandrov Scientific Research Technological 

Institute NITI,  

Koporskoe Highway, House 72, Sosnovy Bor, Russia. 

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 

 Argut OOO,  

6 Mnevniki str end 6 fl, Moscow 123308, Russia.  

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 

 Communication center of the Ministry of Defense,  

Bolshoi Znamenskiy per. 21, Moscow, Russia.  

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 

 Federal Research Center Boreskov Institute of 

Catalysis,  

pr. Lavrentieva 5, Novosibirsk 630090, Russia.  

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品又

は医薬品を除く） 

（EAR§ 734.9(g),３§746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 

 Federal Security Service (FSB), a.k.a., 

the following one alias: 

— Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. 

Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 

107031, Russia; 

and Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, 
Moscow 107031, Russia. 

EAR対象全品目（EAR99で指定される食糧品を

除く）。 

（EAR§ 734.9(g),3 §746.8(a)(3)、及び§

744.21(b) 参照） 

拒絶方針(Policy 

of denial） 

§746.8(b)及び 

§744.21(e)参照 

87 FR 12241,3/3/2022 
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

ロシア 【訳者注】 

上記の6社を含め、計49の事業者がエンティティリスト 

（EL）に追加されました。原文を確認してください。 

 

このうち、§744付則7の軍事エンドユーザー（MEU）に 

指定されていたロシアの全45社が、ELに移行し、新たに

4社がELに追加されました。 

   

英国 Huawei Technologies (UK) Co., Ltd., a.k.a., the 

following one alias: 

-Huawei Software Technologies Co. Ltd. 

300 South Oak Way, Green Park, Reading, RG2 6UF; 

and 6 Mitre Passage, SE 10 0ER, United Kingdom. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 Huawei Technologies (UK) Co., Ltd., a.k.a., the 

following one alias: 

-Huawei Software Technologies Co. Ltd. 

300 South Oak Way, Green Park, Reading, RG2 6UF; 

and 6 Mitre Passage, SE 10 0ER, United Kingdom. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

アイスラン

ド 

Proven Glory, 

British Virgin Islands 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 
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国 エンティティ（事業者） 輸出許可要求事項 
輸出許可 

審査方針 
官報引用 

ベトナム Huawei Technologies (Vietnam) Company 

Limited, Hanoi, Vietnam. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 Huawei Technology Co. Ltd., Hanoi, 

Vietnam. 

EAR対象全品目（EAR§734.9(e) 1、及び§

744.11参照）。 

除外2 "標準"（§772.1参照）の改訂又は開発

を目的として"標準化機構"（§772.1参照）の

加盟国にリリースされる場合、EARの対象とな

る技術のうちEAR99に指定されるもの、又は商

務省規制品リストでAT理由でのみ規制される

ものを除く。 

原則不許可

（presumption of

 denial） 

84 FR 22963,5/21/19. 

85 FR 29852,5/19/20. 

85 FR 36720,6/18/20. 

85 FR 51621,8/20/20. 

 
１  このエントリーに関して、"EAR 対象品目"には、EAR §734.9(e)(1)のもとに EAR の対象となる米国外で製造される品目が含まれる。これらの品目に関連

する輸出許可要件及び輸出許可審査方針について、§744.11(a)(2)(i)を参照のこと。 

このエントリーに関して、EAR の対象となる外国製の品目について、EAR§734.9(e)を、関連する輸出許可要求事項、輸出許可審査方針、及び適用できる

許可例外について EAR§740.11 を参照のこと。 

２  サイバーセキュリティの研究及び脆弱性の開示 

EAR の他の条項の対象となるサイバーセキュリティの研究及び脆弱性の開示のためのエンティティリストに掲載されたファーウェイテクノロジーズ及び

その米国外の系列会社への以下の輸出、再輸出、及び移転（国内における）は、エンティティリストの輸出許可要求事項から除外される： 

ファーウェイ及び／又はその米国外の系列会社への開示が、ファーウェイ又はその米国外の系列会社により所有、保有、又は管理されている品目にお

けるセキュリティの脆弱性に関する情報に限定されている場合 

現在運用されている'fully operational network'[フル稼働ネットワーク]及び装置の完全性及び信頼性を維持していくための継続中のセキュリティ

研究の基準を提供するプロセスに関連している場合。 

'fully operational network'[フル稼働ネットワーク]とは、'サードパーティ'の顧客にサービスを提供してい'サードパーティ'ネットワークをいう。 

用語'サードパーティ'とは、 

ファーウェイ、そのリストされた米国外の系列会社の一つ、又は輸出者、再輸出者、若しくは移転者ではなく、通信サービスプロバイダー等の組織で
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ある当事者をいう。 

 
３ 本エントリーについて、"EAR 対象品目"には、EAR§734.9(g)に基づいて EAR の対象となる米国がで製造された品目を含む。 

関連する輸出許可要求事項、輸出許可審査方針、及び許可例外に対する制限事項について、EAR§746.8 及び§744.21 を参照のこと。 

 
４ このエントリーに関して、"EAR 対象品目"には、EAR §734.9(e)(2)のもとに EAR の対象となる米国外で製造される品目が含まれる。 

関連する輸出許可要件及び輸出許可審査方針について、§744.11(a)(2)(ii)を参照のこと。 


